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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、「交流と創造」という企業理念に基づき、社会的基盤を担う責任ある企業として、常に社会にとっての善とは何かを考えながら、顧客提供
価値の継続的な向上に努めています。株主・投資家をはじめ、お客様、社会からの信頼を高めるとともに、迅速な意思決定を行い、持続的な成長
と中長期的な企業価値向上に取り組んでいきます。

　当社は、法令遵守、企業倫理遵守のコンプライアンス経営を推進し、経営の透明性と健全性を確保することが、あらゆる企業活動の基本である
と考えております。今後とも体制面の整備・充実を図るとともに、当社社員一人ひとりが法令および企業倫理を遵守し、さらに透明性の高い企業活
動を目指してまいります。

　当社は監査役会設置会社であり、社外監査役による経営への監督を行っております。また、執行役員制度を採用し、経営の監督と業務執行の
分離をすることにより取締役会の監督機能の強化、業務執行の責任の明確化、並びに意思決定の迅速化を図っております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

　すべての原則について、2018年6月の改訂前のコードに基づき記載しております。2018年6月改訂のコード原則を踏まえた更新は2018年12月末
までに行う予定であります。

【補充原則１‐２‐４】

　当社では現在、議決権の電子行使及び招集通知の英訳を実施しておりませんが、機関投資家、海外投資家を含め、株主が議決権を行使しやす
い環境作りを進めております。今後、議決権の電子行使については、株主構成に占める機関投資家、海外投資家の比率等を勘案しながら導入を
検討してまいります。また招集通知の英訳についても、海外投資家の比率等を勘案し実施を検討いたします。

【補充原則４‐１‐２】

　当社では、競争戦略上の観点等から、中期計画を公表しておりませんが、取締役会において、事業戦略や計画の承認、進捗状況や分析結果に
ついての報告を行い、監督することとしております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１‐４　いわゆる政策保有株式】

　当社は、事業提携や取引関係の開拓、維持、安定化等の目的により、他社の株式を保有することがあります。当該保有に関しては、中長期的な
企業価値向上につながることを政策保有方針の基本といたします。また、議決権行使については、株式保有の目的に合致しているかを基準に賛
否を判断します。

【原則１‐７　関連当事者間の取引】

　当社は、会社法等に基づき、取締役会の承認を得なければ、取締役が利益相反取引を行ってはならない旨を取締役会規程等で定めており、そ
の取引実績については、関連法令に基づき、適切に開示しております。

【原則３‐１　情報開示の充実】

(1) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画

　当社の経営理念は当社ウェブサイト(https://asahi-net.co.jp/corporate/)にて公表しております。

　また、経営戦略や経営計画については、有価証券報告書、株主総会招集ご通知、決算短信、決算説明会資料等で公表しております。当社ウェ
ブサイト(https://asahi-net.co.jp/news/)でご覧ください。

(2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　当社は、事業活動を通じてステークホルダーとの最良の関係を築き、企業価値を高めるガバナンス機構として、以下の体制を採用し、経営の健
全化と透明性の向上を図っております。

　当社は、監査役会設置会社の形態を選択しております。取締役４名のうち社外取締役を２名、監査役は３名全員を社外監査役としており、意思
決定における客観性を高めるとともに、監査役による経営者に対する監督機能の強化を図っております。

　また、内部監査を担当する内部監査室は、当社におけるコンプライアンスの確保及び内部統制の状況に関するモニタリングを行い、代表取締役
社長及び監査役会に報告するとともに改善指導を行っております。さらに予見されるリスクや顕在化した課題への対応についてはリスクマネジメン
ト対策室が、その機能を担っております。

(3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　当社の取締役の報酬については、業界あるいは同規模の他企業の水準を勘案の上、株主総会にその総額の上限を上程し、決定された範囲内
で各取締役の職位に基づき設定しております。また、2018年６月27日に開催された第28回定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く）に
対する譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。　

(4) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

〔方針〕



　当社の取締役会は、取締役および監査役候補の指名にあたり、経営をリードするために必要なスキル・経験を兼ね備え、当社の事業発展に貢
献できる人材であることを基本とし、以下の事項を考慮し適材適所の観点により総合的に検討し決定しております。

（取締役および監査役として求められる適性）

・高い経営的知識、客観的判断能力を有し、先見性や洞察力に優れていること

・高い品格と倫理観を有していること

・専門分野における能力・知識・経験・実績を有していること

・バランス感覚と決断力を有していること

・事業活動全般を把握していること

〔手続〕

　取締役候補の指名については、代表取締役が提案し、株主総会付議議案として取締役会で決議し、株主総会議案として提出しております。

監査役候補の指名については、監査役会で協議し同意を得た上で、株主総会付議議案として取締役会で決議し、株主総会議案として提出してお
ります。

(5) 取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明

　取締役会は上記(4)を踏まえ、取締役・監査役候補の個々の内容を検討した上で、選任・指名を決議しており、株主総会招集ご通知に取締役・監
査役の個人別の経歴を記載しております。社外取締役・社外監査役については、個々の選任理由を株主総会招集ご通知に記載しております。

【原則４‐１　取締役会の役割・責務（１）】

（補充原則４‐１‐１）

　当社は、法令、定款で定められている事項およびその他取締役会における決議事項とすることが適当であると認められる重要な事項について、
取締役会規則を定め取締役会において意思決定をしております。また、稟議制度等により取締役会から経営陣幹部にその判断を委任する事項と
手続きを定めています。

【原則４‐８　独立社外取締役の有効な活用】

　当社は、取締役会の２分の１にあたる２名の独立社外取締役を選任しております。当社の独立社外取締役は、企業法務、企業経営における専
門家であり、その専門的な知識と豊富な経験に基づき、独立かつ客観的な立場から、監督・助言を適切に行っています。また、必要性に応じて会
合を開催いたしております。

【原則４‐９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社は、様々な分野での豊富な経験と優れた見識、専門性の高い知識を有する者から、会社法や東京証券取引所が定める基準に従い、独立
社外取締役を選任しております。

【原則４‐１１　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

（補充原則４‐１１‐１）

　当社の取締役会は、社外取締役２名を含む４名、監査役会は、独立性の高い社外監査役３名で構成されており、それぞれが経営全般、経理財
務、税務、法務等の知識・経験・能力を有しており、バランスおよび多様性が保たれており、構成人員の規模についても適正であると考えておりま
す。

（補充原則４‐１１‐２）

　取締役・監査役の他上場会社の役員兼任状況については、定時株主総会招集ご通知および有価証券報告書にて毎年開示しております。

（補充原則４‐１１‐３）

　当社は、取締役会の実効性を確保し、機能向上を図ることを目的とし、2017年度の「取締役会の実効性に関する評価」を実施いたしました。その
結果の概要は以下のとおりであります。

(1) 評価の方法

　全ての取締役４名・監査役３名に対して自己評価の趣旨等を説明の上、以下の項目を内容とするアンケートを配布し、実施いたしました。これを
集計した上で、取締役会において「取締役会の実効性に関する分析・評価」を行いました。 なお、実施したアンケートの主な項目は以下のとおりで

す。

・取締役会の構成

・取締役会の運営

・取締役会の議題

・取締役会を支える体制

(2) 分析・評価結果の概要

　当社取締役会は、以下の理由から、全体として「取締役会の実効性」が確保されていることを確認いたしました。

・当社の取締役会の構成は、当社の事業内容・規模からみて適切である。

・当社の取締役会の運営は、開催頻度、資料の内容等の観点から適切に運営されている。

・当社の取締役会の審議は、議題の選定、審議時間、および出席者の発言等審議内容の観点から適切な審議状況である。

・当社の取締役会を支える体制については、社外取締役や監査役が必要とする情報の入手機会の確保の観点から適切である。

(3) 今後の対応

　当社取締役会は、今回の「取締役会の実効性に関する分析・評価」を踏まえ、取締役会の実効性確保に一層努め、より充実したコーポレートガ
バナンス体制の構築と更なる企業価値の向上を目指してまいります。

【原則４‐１４　取締役・監査役のトレーニング】

（補充原則４‐１４‐２）

　取締役および監査役に対し、経営ならびに経営を監督するために必要な情報提供や知識習得のための機会を設けております。

　また、社外取締役および社外監査役に対しては、当社の事業概要、財務情報や事業戦略、事業環境、競合状況、社内の組織等の情報を十分に
共有する場を設けております。

【原則５‐１　株主との建設的な対話に関する方針】

　当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、株主との建設的な対話を継続的に実施致します。IR担当取締役のもと、関連部署
が相互に連携の上で、株主総会、決算説明会、国内外の機関投資家との面談等、株主と接する機会を定期的に設けております。



２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,983,800 10.09

滝口　彰 2,646,000 8.94

杉山　裕一 2,646,000 8.94

株式会社朝日新聞社 2,217,000 7.49

株式会社ＩＷＡＳＡＫＩ 1,690,000 5.71

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,590,700 5.38

島戸　一臣 959,000 3.24

岩崎　慎一 956,000 3.23

東日本電信電話株式会社 950,000 3.21

梅村　守 947,000 3.20

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

（注）１．上記のほか当社所有の自己株式2,418,579株があります。

　　　２．ＳＭＢＣ日興証券株式会社及びその共同保有者である三井住友アセットマネジメント株式会社から、平成30年４月20日付の大量保有報告
書の写しの送付があり、平成30年４月13日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として平成30年３月31日現在に
おける実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

　なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

　　ＳＭＢＣ日興証券株式会社　　　　　　　　　 315,600株（保有割合0.99％）

　　三井住友アセットマネジメント株式会社　1,547,100株（ 同 4.83％）

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 4 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

古賀　哲夫 他の会社の出身者 △

塩川　純子 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

古賀　哲夫 ○

独立役員として指定しております。なお、
株式会社ヒト・コミュニケーションズ取締役
トレンドマイクロ株式会社取締役を兼任し
ております。また、同氏は９年前まで東日
本電信電話株式会社の業務執行者の任
にあり、当社は同社との間に取引関係が
あります。

<招聘理由>

経営者としての豊富な経験を生かし、その経歴
を通じて培われた幅広い見識を当社の経営の
監督に生かしていただくことが期待できるもの
と判断しています。

<独立役員指定理由>

取引所が定めた属性に該当せず、一般株主と
の利益相反を生じるおそれがないと判断される
ため、独立役員に指定いたしました。



塩川　純子 ○
独立役員として指定しております。ハー
ニーズ法律事務所香港オフィス所属の弁
護士（パートナー）であります。

<招聘理由>

弁護士としての経験・見識が豊富であり、当社

の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体

を踏まえた客観的視点で、独立性をもって当社

の経営を監視されることが期待できるものと判

断しています。

<独立役員指定理由>

弁護士として培われた法律知識や経験に基づ

く助言等により、当社のコンプライアンス体制

の充実に資することが期待され、また取引所が

定めた属性に該当せず、一般株主と利益相反

の生じるおそれがないものと判断されるため、
独立役員に指定いたしました。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　会計監査人による監査計画の監査役（会）への報告のほか、監査役監査における諸問題に対して適宜会計監査人と協議すること等により、監査
役と会計監査人の連携が図られております。

　当社では、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、各部門における業務全般にわたる監査を内部監査計画に基づいて行っております。監

査役は、内部監査室が被監査部門に対して行った監査の内容、具体的な助言・勧告・業務改善状況について報告を受けております。また、必要に
応じて内部監査に同行するほか、監査役監査を行った結果を合わせ、適宜意見交換することにより連携が図られております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

吉田　望 他の会社の出身者

今西　浩之 公認会計士

井原　智生 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

吉田　望 ○
独立役員として指定しております。なお、ト
ランスコスモス株式会社取締役（監査等委
員）を兼任しております。

<招聘理由>

企業経営等の豊富な経験・実績・見識を有して
おり、客観的立場から当社の経営を監査される
ことが期待できるものと判断しています。

<独立役員指定理由>

当社との間で特別な利害関係を有しておらず、
「上場管理等に関するガイドライン」に規定され
るいずれの事由にも該当しないため、一般株主
と利益相反の生じるおそれがないと判断してい
ます。

今西　浩之 ○

独立役員として指定しております。なお、
イマニシ税理士法人に所属し、株式会社
パイオラックス取締役（監査等委員）、株
式会社ソケッツ監査役を兼任しておりま
す。

<招聘理由>

公認会計士として培われた専門的な知識・経
験、並びに上場会社の監査役等の経験を当社
の監査体制に活かせるものと判断しています。

<独立役員指定理由>

当社、関連会社、主要な取引先の業務執行者
ではなく、また、当社が報酬を支払っているコン
サルタント等の専門家ならびに主要株主等で
はありませんので、一般株主と利益相反が生じ
るおそれがないと判断しています。

井原　智生 ○
独立役員として指定しております。なお、
大原法律事務所に所属しております。

<招聘理由>

弁護士としての専門知識・経験等を当社の監
査役体制に活かせるものと判断しています。

<独立役員指定理由>

当社、関連会社、主要な取引先の業務執行者
ではなく、また、当社が報酬を支払っているコン
サルタント等の専門家ならびに主要株主等で
はありませんので、一般株主と利益相反が生じ
るおそれがないと判断しています。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

　当社は、独立役員として社外取締役２名および社外監査役３名を指定し、株式会社東京証券取引所に届出しています。

　当社の独立役員である社外取締役および社外監査役は、当社の意思決定プロセスにおいて発言の機会を求め、必要な問題点等の指摘を行

い、そうした問題意識が取締役会に出席するすべての役員に共有され、そのうえで取締役会及び重要会議における判断が行われるように努め、

適切な企業運営が図られるように努めています。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

今後の検討課題と考えております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない



該当項目に関する補足説明

当期中（2017年４月１日～2018年３月31日）に取締役に支払った報酬

取締役７名94百万円（社外取締役３名12百万円）

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　取締役の報酬額は、当事業年度の業績および業績への各人の貢献度などを総合的に勘案し、取締役の報酬限度額の枠内において、取締役報
酬テーブルに基づいて代表取締役が決定しています。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　当社は、社外取締役および社外監査役に対して、取締役会その他の重要会議の開催に際して、会議資料の配布、説明を行うとともに、取締役
会、その他の重要会議には原則出席していただくことにより、最新の情報を確実に伝達するよう図っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　以下の体制で業務執行、監査・監督を実施しております。当該体制は、内部牽制が効率的かつ有効に機能するとともに会社の適正な業務運営

が図れるものとして採用しております。

(1) 取締役会

　取締役会は、取締役４名（うち社外取締役２名）によって構成されており、法令に定める事項及び取締役会規則に定める重要事項の決定や報告
並びに取締役の業務執行に対する監督機能を果たしております。また、毎月１回の開催に加え、重要な議案が生じたときは適宜開催し、経営上の
迅速な意思決定を行い、機会損失のないように努めております。

(2) 監査役会

　当社は会社法上の監査役会設置会社であり、取締役の職務執行に対する監査体制は、監査役３名(常勤監査役１名、非常勤監査役２名)によっ
て構成され、取締役会や重要会議の出席、重要な決裁書類の閲覧、予算・事業計画の把握検討を行うとともに、必要に応じて担当部門等へ業務
執行状況について聴取・調査を実施し、その結果について取締役へ報告しております。

　非常勤監査役はそれぞれ、公認会計士、弁護士の資格を有しており、財務報告の適正性を確保するための監査や法的事項の監査体制の強化
をしております。なお、監査役会は原則毎月１回開催し、監査役会の規則に定める議事及び決議を行うとともに、監査役相互の情報共有、内部監
査部門からの報告等を受け、監査の有効性を高めております。

(3) 経営会議

　当社は、的確な意思決定を迅速に行うために経営会議を開催しております。経営会議は、執行役員、常勤監査役が出席し、週に１回の割合で開
催されます。取締役社長の委任を受けて、稟議規程に定められた決議事項について意思決定を行うとともに、業務執行上の情報共有・調整などを
効果的に行うことを目的としています。

(4) 内部監査

　内部監査体制につきましては、独立した部門として内部監査室(１名)を設置し、法令及び社内諸規程の順守状況を確認するとともに、監査役へ
の内部監査の実施状況の報告、監査法人との情報交換を行うことによる連携をとり、監査体制の充実に努めております。内部監査担当者は、代
表取締役により直接任命され、監査結果を代表取締役社長に対し直接報告するとともに、内部監査の実施状況を監査役会へ報告しております。

(5) 監査法人等

　会計監査においては、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。新日本有限責任監査法人からは、独立監査人としての立場か
ら、財務諸表等に対する会計監査を受けており、会計上の課題については、随時確認をすることにより会計処理の適正化に努めております。ま
た、法的事項については、法律事務所の弁護士と顧問契約を結び、経営全般にわたる助言を受け、適切な事業運営に努めております。

(6) 役員報酬決定方針

　取締役の報酬額は、当期の業績及び業績への各人の貢献度などを総合的に勘案し、取締役の報酬限度額の枠内において、代表取締役が決

定しております。監査役の報酬額は、監査役の協議により監査役会で決定しております。　

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、取締役会が重要事項について適切な意思決定を行い、代表取締役に対する経営監督機能を有効的に果たしていくために、業務執行者
からの独立性を確保された、株主の代表としての社外役員が必要であると考えております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観

的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役を2014年６月に１名、2015年６月から新たに１名の計２名をを選任しました。この結
果、社外取締役２名、社外監査役３名によるガバナンス体制を構築しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 法定より６日早く発送いたしました。

集中日を回避した株主総会の設定
2018年６月開催の第28回定時株主総会につきましては、集中日を回避し、６月27日(水曜

日）に実施いたしました。

その他 当社ホームページに招集通知を掲載しています。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

年２回、本決算、第２四半期決算発表後に決算説明会を実施しています。 あり

IR資料のホームページ掲載
決算情報、プレスリリース、決算短信、決算説明会資料、アニュアルレポート

等をホームページ（https://asahi-net.co.jp/ir/）に掲載しています。

IRに関する部署（担当者）の設置 社長室

その他 機関投資家への訪問説明を行っています。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

実施していません。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

(1) 取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

　取締役は法令・定款に適合するように社内規程を整備し、取締役及び使用人は法令・定款及び社内規程に準拠した職務の執行をする。

　内部監査部門は、取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款及び社内規程に準拠し、適正且つ健全に行われているかを定期的に監査し、
代表取締役社長及び監査役（会）に報告するとともに、改善の必要な事項を指摘し、その改善状況を監視する。

　監査役は、取締役会等の重要会議に出席するなど法令に定める権限を行使し、取締役が内部統制システムを適切に構築し、運用しているかを
内部監査部門、監査法人と連携・協力してその検証に当たる。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する体制

　文書管理規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報を適切に保存、管理し、内部監査、監査役監査により定期的にその保管状況について
監視する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社の業務執行に係るリスクに関して、各関係部門においてそれぞれ予見されるリスクの分析と識別を行い、経営会議及び取締役会にてそのリ
スクの検討と対策を行う。内部監査、監査役監査により定期的にリスク管理の状況を監査し、維持、向上に努める。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　取締役は、職務執行の効率性を考慮し、適宜社内規程を改訂する。

内部監査部門及び監査役は、内部監査、監査役監査の過程で業務の効率化が図れるものを発見した場合には取締役に提言する。

(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(イ) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　子会社は、業務の執行状況、財務状況等を定期的に当社に報告するほか、重要事項について当社へ事前協議等が行われる体制を構築する。

(ロ) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　子会社の業務執行に係るリスクに対処するため、子会社を管理する部署を設け、担当取締役とともに総合的に助言、指導を行うほか、内部監
査、監査役監査により定期的にリスク管理の状況を監査し、維持、向上に努める。

(ハ) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社は、子会社の経営の自主性および独立性を尊重しつつ、当社及び子会社を含めた全体の業務の整合性の確保と効率的な遂行を図るた
め、子会社管理の基本方針および運用方針を作成するとともに、定期的な情報共有体制を構築する。

(ニ) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　子会社は、当社の行動指針並びにコンプライアンス及びリスク管理に関する規程と同等の指針及び規程を制定することを通じ、企業倫理の確立
並びにコンプライアンス体制及びリスク管理体制の構築を図る。

(6) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確

保に関する事項

　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当該使用人を任命し、必要な事項を命令することができる。

　監査役の職務を補助すべき使用人は、当該職務の遂行において取締役及び上長の指揮命令を受けないものとする。また、当該使用人の任免
及び人事考課については、監査役の同意を必要とする。

(7) 当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する

ための体制

　監査役は、当社取締役会その他の重要会議に出席するほか、当社の重要な決裁書類、その他の資料を閲覧する。

当社及び子会社の取締役及び使用人は、取締役会等の重要会議において、業務の執行状況について監査役に報告する。また、監査役は、いつ
でも必要に応じて当社及び子会社の取締役、使用人等に対し業務の執行状況について報告を求めることができる。また、取締役及び使用人等
は、法令・定款違反及び不正な行為並びに当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知った場合、遅滞なく監査役に報告する。

　当社は、コンプライアンス違反に関する事実についての社内報告体制として「内部通報制度運用規程」を整備・運用しており、内部通報を行った
ものに対して、解雇その他のいかなる不利益な取扱いを被らないように保護規定を設けている。

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　取締役は、監査役との相互認識と信頼関係を深めるように努めるとともに、監査役と内部監査部門及び会計監査人との連携が図れるよう監査
役監査の環境整備に必要な措置をとる。また、監査役会は、監査の実施にあたり独自の意見形成を行うため、必要に応じ会社の費用で法律・会
計等の専門家を活用することができる。

(9) 財務報告の信頼性を確保するための体制

　当社は、金融商品取引法の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努める。また、有効かつ正当な評価ができるよう内部統制システムを構
築し、適正な運用に努めることにより、財務報告の信頼性と適正性を確保する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(1) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

　取締役は、企業倫理の確立に努め、経営陣・社員一人ひとりに至るまでコンプライアンスの重要性を認識し、周知を徹底する。企業の社会的責
任の観点からも、反社会的勢力とは一切関わりを持たず、不測の事態が発生した場合には、警察や弁護士など外部専門機関と連携し、適切に対
処する。

(2) 反社会的勢力排除に向けた整備状況

　総務部を対応部署として、情報の収集・管理に努め、顧問弁護士や所轄の警察署と個別具体的に相談できる関係を構築する。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

現時点において、買収防衛策は導入しておりません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

　当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、次のとおりです。

(1) 会社情報の適時開示に関する基本的な考え方

　会社情報を株主及び一般投資家をはじめとするステークホルダーに対して適時、公正かつ適切に開示するため、会社情報の適正性の確保、

適切な情報管理と迅速公正な開示、金融商品取引法及び証券取引所が定める諸規則の遵守 の３点を基本に据え、積極的な情報開示に努めて

まいります。

(2) 適時開示に係る社内体制

　当社では、会社情報の適時開示を適切に行えるように、「内部者取引管理規程」を制定して、以下のとおり社内体制を整備し、運用しておりま

す。

（a） 決定事実に係る適時開示

　当社の取締役会において重要情報に係る決定事実が発生した場合、経営企画室は、取締役会の指示のもとできるかぎり早期に開示します。　

（b） その他の重要情報に係る適時開示

　発生事実、その他の重要情報、決算情報等の重要情報に該当する事実が発生した場合、当該業務に関わる役員、従業員等は、直ちに情報

取扱責任者である経営企画室長へ報告します。

　情報取扱責任者は、情報管理担当部署である経営企画室とともにその情報が重要情報に該当するか否かの検討を行い、重要情報

に該当する可能性が高いと判断した場合は、今後の管理方法などを決定、指示し、当該重要情報を厳重に管理します。また、経営企画室は重要

会議に出席するほか、各部門と連携して情報の収集に努め、情報取扱責任者の指示のもと情報管理の運用を行います。

　情報取扱責任者は、当該重要情報の開示について取締役会へ上程し、取締役会による重要情報の開示の決定後、経営企画室は、取締役会の

指示のもとできるかぎり早期に開示します。

　その他、会社情報の適時開示を適切に行えるよう、必要に応じて監査法人、弁護士、各関係機関等に相談しております。

（c） 適時開示に係る社内体制の監査

　当社では、適時開示の運用が適正に行われているかを監査役監査、内部監査により適宜検証し、適時開示体制の維持・向上に努めます。

[コーポレート・ガバナンス体制図]


